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「木更津市彩り豊かな個性が集う共生社会づくり条例」解説（素案） 

 

 

【解説】 

・前文は、この条例を制定するに当たっての基本的な認識や制定に向けた決意を明らかにしよ

うとするもので、この条例全般にわたる解釈、運用の拠りどころとなるものです。 

・第１段落では、日本国憲法第１３条の規定を踏まえ、人は生まれながらに個人として尊重さ

れることを述べています。 

・第２段落では、私たちの暮らす社会における人権侵害や社会的・経済的状況に起因する生き

づらさが今もなお存在していること、そして社会経済情勢の変化などにより他者への不寛容が

大きくなっていることを述べています。 

・第３段落では、平成 28 年に制定した「木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくり

の推進に関する条例」をとおして、本市における多様性に配慮した共生社会の実現に向けた取

組を進めてきたものの、私たちを取り巻く社会経済情勢の激変に的確に対応していく必要性に

ついて述べています。 

・第４段落では、上記の３つの段落を踏まえ、私たちが多様性を認め、互いを思い、自分らし

く安心して暮らすことのできる社会を、本市において実現するために、この条例を制定する決

意を表明しています。 

 

 全ての人は、生まれながらにして個人として尊重されています。 

 しかしながら、私たちが暮らしている社会には、今もなお、差別や排除、虐待、様々な

嫌がらせやいじめ等の人権侵害が生じています。さらには社会環境の変化や大規模な自然

災害の発生、予期せぬ感染症のまん延や先行き不透明な経済状況が、多くの人に生きづら

さをもたらすとともに他者への不寛容さを増大させています。また、インターネットを利

用した心ない情報の拡散は、あらゆる差別の解消や多様性に配慮したまちづくりの推進に

取り組む私たちに新たな課題を投げかけています。 

 こうした中、本市では、「木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に

関する条例」（平成２８年木更津市条例第２８号）第３条に規定するオーガニックなまち

づくりの基本理念において、「多様なあり方を認め合い、支え合う、自立した地域社会の

仕組みを構築すること」を掲げ、多様性に配慮した共生社会の実現に向けた取組を進めて

きましたが、私たちを取り巻く社会経済情勢が大きく変化する中、これまでの取組を深化

及び加速化し、この変化に的確に対応していかなければなりません。 

 そこで、私たちは、市民一人一人が個人として尊重され、多様性を認め合い、互いを思

い助け合いながら、自分らしく安心して暮らし働くことのできる「彩り豊かな個性が集う

多様性のある地域社会」を、本市において実現するために歩み続けることを決意し、この

条例を制定します。 

資料３ 
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【解説】 

・この条例を制定する目的を定めています。 

・「社会との関わりを持ち」とは、社会的に孤立していないこと、社会に参画できていること、

社会に居場所があることを意味しています。 

 

 

【解説】 

・この条例の用語のうち、認識を共通にしておきたい用語の意味を明らかにしています。 

・第１号「共生社会」について、市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を

認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすこと

のできる社会と定義し、この考え方は、「木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくり

の推進に関する条例」における共生の視点と合わせていきます。 

・第２号「市民」について、共生社会を実現するための活動には、住民のほか、学校や勤務先

における教育の観点から、市内に通勤、通学する人たちの関わりも不可欠と考え、広く定義し

ています。なお、この定義は、「木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に

関する条例」に合わせています。 

・第３号「団体」について、市内の企業や社会福祉法人、市民活動団体、自治会などの団体を

指しており、法人格の有無や、活動目的の営利・非営利の別を問いません。なお、この定義は、

（目的） 

第１条 この条例は、共生社会づくりの基本理念を定め、市の責務並びに市民及び団体の

役割を明らかにするとともに、男女共同参画及び多文化共生を推進する施策の基本とな

る事項を定めることにより、市、市民及び団体が協力しながら、市民一人一人が、お互

いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが望む形で社会との関わりを持ち、生

涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのできる社会を実現することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 共生社会 市民一人一人が、お互いを尊重し合い、支え合い、多様性を認め、自らが

望む形で社会との関わりを持ち、生涯にわたって安心して自分らしく暮らすことのでき

る社会をいう。 

⑵ 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

⑶ 団体 市内において事業活動、市民活動その他の活動を行うものをいう。 

⑷ 男女共同参画 全ての人が、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に

参画する機会が確保され、政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することがで

きることをいう。 

⑸ 多文化共生 全ての人が、国籍、民族等の異なる人々の互いの文化的違いを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、共に生きていくことをいう。 
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「木更津市人と自然が調和した持続可能なまちづくりの推進に関する条例」に合わせています。 

・第４号「男女共同参画」について、性別等にかかわらず、一人一人が個人として尊重され、

自分らしく活躍しながら生きられることを表しています。この定義は、男女共同参画社会基本

法の考え方をもとに、男女という枠組みにとらわれない性の多様性を尊重し、主語を「男女」

ではなく「全ての人」という表現に置き換えています。なお、本条例は男女共同参画条例とし

ての性質も有するものとして制定します。 

・第５号「多文化共生」について、多様な文化背景を有する人々が、お互いの文化を尊重しな

がら、地域社会で共に暮らしていくことを表しています。この定義は、平成 18 年に総務省が

作成した「多文化共生の推進に関する研究会報告書～地域における多文化共生の推進に向けて

～」の考え方に合わせたものです。例として、行政のウェブサイトを多言語に対応させること

や国際的な会議の開催に際してハラル認証のレストランを紹介するなどがあります。 

 

 

【解説】 

・「共生社会」実現のため、土台や前提となる考えを基本理念として定めています。 

・「共生社会」の実現に向けた取組の推進は、市、市民及び団体が相互に協力しながら実施する

ものとし、その際の理念を、個性や多様性の尊重（第１号）、支え合い（第２号）、社会参画の

拡充（第３号）の３つの視点で整理しています。第１号の「多様性」には、年齢、性別、性的

指向及び性自認、障害及び病気の有無、家族のかたち、職業、経済状況、国籍、文化的背景な

どを含んでいます。 

 

 

【解説】 

・この条例において、「市」とは木更津市の行政機関のことを指しています。 

・市には、この条例で規定する共生社会の実現に向けた取組を主体的に担う責任と、条例で規

定したことを果たす責任があります。 

（基本理念） 

第３条 市、市民及び団体は、それぞれの責務又は役割を果たし、相互に協力しながら、

次に掲げる理念（以下「基本理念」という。）に基づき、共生社会の実現に向けた取組の

推進を行うこととする。 

⑴ 全ての人が、その個性や多様性を尊重され、自分らしくいられること。 

⑵ 全ての人が、お互いを支え合い、助け合うことで、安心して生活できること。 

⑶ 全ての人が、社会の一員として、自らが望む形で、あらゆる分野における活動に参画

する機会を確保されること。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念に基づき、共生社会の実現に向けた取組を推進するための施策を

総合的かつ計画的に実施する責務を有するものとする。 

２ 市は、市の職員一人一人が共生の重要性の理解を深めるため、市の職員に対して啓発

等を実施するものとする。 
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・共生社会の実現自体は、市だけでできるものではなく、市民、団体と一緒になって達成でき

るものと認識しています。ただし、共生社会の実現を掲げる上で、市民、団体も一緒に取り組

めるような環境づくりは市の責務と考えていることからこのような表記としています。 

・共生社会の実現に向けては、市職員の役割が大きいと考えられるため、第２項で、職員一人

一人が共生の重要性を理解するよう研修等の啓発を行うことを規定します。 

 

 

【解説】 

・市民及び団体について「責務」ではなく「役割」としているのは、既に市民及び団体は共生

社会の実現に向けて自律的、自発的に様々な取組をしていると認識しており、ともに共生社会

を進めていく役割を担うとの表現が妥当であると考えているためです。 

・また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（以下「障害者差別解消法」といい

ます。）においても、「合理的配慮」の実施について、事業者は自主的に取り組むことが期待さ

れるという努力義務であることから、この条例においても、市民及び団体については努力規定

としています。 

なお、「合理的配慮」とは、共生社会の実現に当たって、市民が日常生活又は社会生活を営む

上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの、いわゆる「社

会的障壁」のうち、市民が現に解消を必要とする場合において、障壁を解消するための必要か

つ適当な措置であって、当該措置に伴う負担が過重でないものを示しており、この定義は、障

害者差別解消法における合理的配慮の考え方に合わせたものです。これは、ある人が何らかの

困難に直面している場合に、その困難の原因を、「その人の心身機能によるもの」とするので

はなく、「社会環境が整備されていないため」とする、いわゆる「（障害の）社会モデル」の考

え方によるものです。 

・「（障害の）社会モデル」の考え方の例としては、次のようなものがあります。 

 

 

（市民及び団体の役割） 

第５条 市民及び団体は、基本理念にのっとり、共生社会の実現に当たって必要となる認

識や理解を相互に深めるとともに、市民、団体その他の主体と協働して共生社会の実現

に努めるものとする。 

 

＜状況の例＞ 

運動中に転んで右足

を骨折してしまった

ため、階段の昇り降

りができない 

 医学モデルの考え方 

社会モデルの考え方 

治療やリハビリ等によって歩行機能の回

復を促すことで、階段の昇り降りができ

るようにする 

エレベーターやスロープ等を設置し、バ

リアフリー社会を実現することで階段を

昇り降りしなくても済むようにする 
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【解説】 

・共生社会の実現には、多種多様な属性を有する人々が差別的な取扱いを受けずに、自分らし

く暮らせることが前提となります。例示したような属性による不当な差別的取扱いの禁止を、

本条において規定しています。 

・「性的指向」とは、人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするかを表すものであり、恋愛・

性愛の対象が異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛などを指し

ています。「性自認」とは、自分の性別をどのように認識しているかをいいます。なお、これら

の用語については、令和２年３月発行の厚生労働省委託事業「職場におけるダイバーシティ推

進事業」において定義が記載されています。 

・第２項では、例えば、インターネット上の掲示板などに、属性による違いを揶揄するなど不

当な差別を誘引する発言の禁止を、本条において規定しています。 

 

（差別的取扱いの禁止） 

第６条 何人も、人種、国籍、思想、信条、性別、性的指向、性自認、出身、職業、経歴、

年齢、疾病、障がい、経済状況、家族のかたち等の属性（以下「属性」という。）による

不当な差別的取扱いをすることにより、他人の権利利益を侵害してはならない。 

２ 何人も、公衆に表示する情報において、属性の違いを理由とした不当な差別を助長す

ることのないよう留意しなければならない。 
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【解説】 

・共生社会の実現は市、市民、団体がそれぞれ、あるいは協力しながら取り組むべきものと捉

えています。そのための環境整備を行うのは市であると認識しており、市が取り組む施策を、

本条において規定しています。 

・第１項第１号では、共生の意識の形成について規定します。様々な個性を持つすべての人が、

お互いに分かり合い、支え合えるようになることが、共生社会を実現していく上での基盤であ

り、最も力を入れるべき施策になると考えています。 

・アについては、例えば、学校教育や社会教育、家庭教育や保育などの場における、いじめ、

障害者差別、多文化への無理解などの課題についての学びに加え、教育の核となる教員や講師

などへの意識啓発、研修、情報提供などを想定しています。 

・イについては、例えば、この条例の内容についての広報や、共生社会についての理解促進事

（基本的施策） 

第７条 市は、共生社会の実現を目指すに当たり、次に掲げる施策（以下「基本的施策」

という。）を講ずるものとする。 

⑴ 共生社会について学び、意識の形成を図るための次に掲げる施策 

ア 学校教育、社会教育その他の教育等の場において、市民及び団体が共生社会につい

て学び、理解を深める機会を提供すること。 

イ 市民及び団体に対して、共生社会の実現に向けて必要な啓発及び広報活動を行うこ

と。 

⑵ 十分な情報のやりとりを可能にするための次に掲げる施策 

ア 市が市民及び団体に対して情報提供を行うときは、受け手側の立場になって考える

ことで分かりやすい表現となるよう工夫すること。 

イ 全ての人が、自分の考えを相手に的確に伝えられるよう、公共の場における多種多

様なコミュニケーションの手段を確保すること。 

⑶ 多様性に配慮した社会環境等を整備するための次に掲げる施策 

ア 公共施設等におけるバリアフリー化、多言語対応、ユニバーサルデザイン対応等、

全ての人に配慮した社会環境の整備に努めること。 

⑷ 共生の地域づくりを活性化させるための次に掲げる施策 

ア 市民及び団体が本来持っている力を発揮し続けるため、共生社会の実現に資する活

動を実施する市民及び団体との協働を推進すること。 

イ 地域における市民相互の支援体制を整備し、市民及び団体が地域の生活課題の発見

及び対応を可能とする地域づくりが行われるよう支援に努めること。 

ウ 保健、医療、福祉、教育、就労その他の制度の枠を超え、又は、各制度間の連携を図

りながら、市民に対して包括的かつ総合的な支援を行うこと。 

⑸ 共生社会に向けた推進体制の構築及び改善に関する施策 

２ 市は、基本的施策を通じて、共生社会の実現に当たり、市民が日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切の市民が

現に解消を必要とする障壁を解消するための必要かつ適当で負担が過重でない措置が行

われるよう取り組むものとする。 
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業の実施などを想定しています。 

・第１項第２号では、十分な情報のやりとりを可能にするための施策について規定します。情

報弱者がなくなり、誰もが等しく情報を得られることが共生社会を実現する上で大切と考えて

います。誰もが等しく情報をやりとりできることは、安心・安全に生活するため、困難に直面

したときに必要な支援を受けるため、また、多様な人々が様々な考えをもって暮らしているこ

とを理解するためにも必要であると認識しています。 

・アについては、例えば、市からのお知らせや広報、窓口での対応などにおいて、分かりやす

く、具体的、直接的な表現を用いること、庁舎のレイアウトに関して視覚的な配慮をすること、

ユニバーサルデザインを採用することなど、伝達手段や用法に配慮することや、社会資源の情

報を整理して提供することなどを想定しています。 

・イについては、例えば、手話通訳体制の充実、日本語を母語としない人や意見表明が困難な

人への対応などを想定しています。 

・第１項第３号では、多様性に配慮した社会環境などの整備に努めることを規定します。例え

ば、道路の段差解消、点字ブロックや歩道の整備、住環境充実への働きかけなど主にハード面

の整備を想定しています。 

・第１項第４号では、地域において共生社会実現に向けた取組が進むよう、主にソフト面での

施策を規定しています。 

・アについては、例えば、市民、市民団体との連携及びネットワークづくりの推進、市民、市

民団体への支援制度の整備など、共生社会推進に向けた取組を行う市民や団体を支援する施策

を想定しています。 

・イについては、例えば、自治会、民生委員児童委員、消防団、学校、保育園、幼稚園、郵便

局、企業やコンビニなど、地域で活動する団体がそれぞれ、また連携して、地域の生活課題の

発見や対応ができるよう働きかけることを想定しており、地域包括ケアシステムにもつながる

ものと考えています。 

・ウについては、制度の枠を超え、又は各制度間の連携を図りながら、ワンストップ支援を行

うことを規定しています。また、「包括的かつ総合的な支援」とは、例えば、複合課題への対応

としての総合相談体制や相談コーディネート機能の整備、ライフステージごとに異なる支援制

度間の引継ぎ方法の設計などを想定しています。 

・第１項第５号では、共生社会に向けた推進体制の整備として、体制構築、制度運用とともに、

これらの見直しを行い、改善を図ることについても規定します。相談対応の充実、基本的施策

に基づく具体的な施策の点検と改善などを想定しています。 

・第２項では、第１項で規定した基本的施策を実施することで、「合理的配慮」が行われる地域

社会の構築につながるよう取り組むことを規定しており、第１項についての考慮事項としての

規定となっています。 
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【解説】 

・第１項では、市の他の条例や計画について、この条例の基本理念及び基本的施策に沿った内

容で制定又は策定することを規定します。条例や計画の改正、改訂にあたっても同様の考えと

します。 

・第２項では、この条例の基本理念の尊重及び基本的施策の実現のために財政上の措置や、行

政としての取組に必要となる措置を講ずることについて努力規定を設けます。これらの措置に

当たっては、市全体の財源や事業の優先順位などを勘案し、実施に向けて努めていくこととし

ます。 

・第３項では、共生社会を目指す上で実効性を確保するためにも、計画の評価を行う場合にお

いては、この条例の理念及び基本的施策に即した取組が行われたかについても評価することが

望ましいと考え、評価の際の視点を規定しています。 

（計画等への反映等） 

第８条 市は、条例等の制定又は計画の策定に当たっては、基本理念を最大限尊重すると

ともに基本的施策を踏まえ、制定又は策定するものとする。 

２ 市は、前項の計画の実施に当たっては、基本理念の尊重及び基本的施策の実現のため、

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

３ 市は、第１項の計画の評価の実施に当たっては、基本理念及び基本的施策の視点を含

めて評価するものとする。 

 


